
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

坂
井

学

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家



公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前





（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
九
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ

（
法
第
二
条
第
九
項
の
会
話
の
申
込
み
を
し
た
者
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

と
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

第
六
十
七
条

法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定

第
六
十
七
条

［
同
上
］

め
る
措
置
は
、
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
会
話
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
当
該
会

話
の
申
込
み
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）

が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
と
す
る
。

一

申
込
者
か
ら
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
当
該
申
込

一

申
込
者
か
ら
、
そ
の
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被

者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三

保
険
者
証
そ
の
他
の
当
該
申
込
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面

条
に
お
い
て
「
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
申
込
者
の
年
齢
又

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
「
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う

は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
部
分
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
及

。
）
の
当
該
申
込
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な

び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
写
し
」
と
い
う
。
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

部
分
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
単
に
「
写
し
」

装
置
に
よ
り
受
信
す
る
こ
と
。

と
い
う
。
）
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
す
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
古
物
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
確
認
の
方
法
等
）

（
確
認
の
方
法
等
）

第
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
身
分
証
明

第
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
身
分
証
明

書
、
運
転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

書
、
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ
の
他
の
相
手
方
の
住
所
、
氏
名

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ

及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
資
料
（
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ

の
他
の
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
資
料
（

た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
、

一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
身
分
証
明
書
等
」

又
は
相
手
方
以
外
の
者
で
相
手
方
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
に
問

と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
、
又
は
相
手
方
以
外
の
者
で
相
手
方
の
身
元
を

い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る

。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

第
五
条

法
第
十
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い

第
五
条

［
同
上
］

こ
と
の
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際

一

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険

希
望
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者

者
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る

の
年
齢
又
は
生
年
月
日
、
当
該
書
面
の
名
称
及
び
当
該
書
面
を
発
行
し
又

書
面
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
年
齢
又
は
生
年
月
日
、
当
該
書
面
の
名

は
発
給
し
た
者
の
名
称
に
係
る
部
分
の
提
示
、
当
該
部
分
の
写
し
の
送
付

称
及
び
当
該
書
面
を
発
行
し
又
は
発
給
し
た
者
の
名
称
に
係
る
部
分
の
提

又
は
当
該
部
分
に
係
る
画
像
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
送
信
を
受
け
る
こ
と

示
、
当
該
部
分
の
写
し
の
送
付
又
は
当
該
部
分
に
係
る
画
像
の
電
磁
的
方

。

法
に
よ
る
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
本
人
を
特
定
す
る
事
項
の
確
認
の
方
法
）

（
本
人
を
特
定
す
る
事
項
の
確
認
の
方
法
）

第
六
条

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は

第
六
条

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は

、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
そ
の
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際
希
望

、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
そ
の
運
転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

者
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け

そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日

て
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

を
証
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け
て
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と

こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各

を
も
っ
て
足
り
る
。

号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
遺
失
物
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

遺
失
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
他
の
警
察
本
部
長
に
通
報
す
る
貴
重
な
物
件
）

（
他
の
警
察
本
部
長
に
通
報
す
る
貴
重
な
物
件
）

第
十
一
条

法
第
八
条
第
一
項
（
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い

第
十
一
条

［
同
上
］

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
物
件
は

、
次
に
掲
げ
る
物
件
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

運
転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

四

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、

、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交

個
人
の
身
分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一
身
に
専
属
す
る
権
利
を
証
す

付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
個
人
の
身
分
若
し
く
は
地
位
又
は
個
人
の
一

る
も
の

身
に
専
属
す
る
権
利
を
証
す
る
も
の

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


